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新型コロナウイルス感染症　町長メッセージ新型コロナウイルス感染症　町長メッセージ
町民の皆さまへ
事業主の皆さま・施設管理者の皆さまへ

　はじめに、新型コロナ感染症対策の切
り札といえるワクチン接種については、
公立藤田総合病院と町内の医療機関のご
協力により順調に進んでいます。また、
感染拡大の防止に向けてご協力をいただ
いている町民の皆さま、事業主の皆さま
に重ねて感謝申し上げます。
　さて、全国の新型コロナウイルスの感
染状況については、緊急事態宣言後の人
出の増加や変異株の広がりに伴い、一部
の地域においては、下げ止まりから増加
に転じる動きも見られております。

　また、県内においては、感染の再拡大
を防ぐため、６月末まで「重点対策」の
取り組みが行われておりましたが、新規
感染者については、下げ止まりの兆候が
見られるほか、感染力が強いと言われて
いる変異株の割合が増えてきており、注
意が必要です。
　皆さまにおかれましては、ご自身と大
切な人の健康と命を守るため、今後も引
き続き油断することなく、徹底した感染
防止対策を切にお願い申し上げます。

桑折町新型コロナウイルス感染症対策
本部長　　　桑折町長　髙橋　宣博
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～感染拡大防止のための基本対策～
①一人一人基本的な感染対策を徹底すること。
・外出時や会話時のマスク　　　・こまめな手洗い、手指消毒の徹底
・こまめな換気　　　　　　　　・ソーシャルディスタンスの確保
②症状のある人は登校・出勤しないこと。
　体調に異変がある場合はかかりつけ医や「受診・相談センター」に相談
すること。
③飲食の機会は感染リスクが高まるので、特に注意すること。
　感染対策の徹底された飲食店を利用すること。　
④感染拡大地域との不要不急の往来は控えること。

【施設管理者・事業者の皆さまへ】
〇全ての事業者
　業種別ガイドラインなどに基づく感染防止対策を徹底すること。
〇小・中学校など
　学習活動や部活動での感染防止対策を徹底すること。
〇医療機関、高齢者・障がい（児）者施設
　施設のマニュアルおよびチェックリストを確認し、感染防止対策を徹底
すること。
問健康福祉課　健康増進係　☎ 582-1133

【予約制】マイナンバーカード休日窓口を開庁します【予約制】マイナンバーカード休日窓口を開庁します
　平日役場への来庁が難しい人のため
に、休日窓口を開庁します。
■開庁日時・場所

【日程】７月 11 日日、25 日日
　　　  ８月８日日、29 日日

【時間】　9:00 ～ 12:00
【場所】　役場１階　税務住民課窓口
■取り扱いできる業務
・マイナンバーカード申請、交付、更新
・ マイナポイント申し込み（令和３年４

月末までに申請した人が対象です）
■予約について　事前に下記へ電話で予
約をお願いします。
問税務住民課　住民係　☎ 582-2114

住民票など交付住民票など交付
窓口延長窓口延長

■日時
　毎週木曜日（祝日
除く）19:00 まで
■内容
①�住民票、戸籍謄抄
本、印鑑登録・税
証明書の交付
②�マイナンバーカー
ドの申請、交付、
更新
★�当 日 17：00 ま
でに電話で予約が
必要です。

問税務住民課
　住民係
　☎ 582-2114

町民の半数以上の人がマイナン
バーカードを取得しています。交
付時に「こおり応援商品券（3000
円分）を贈呈しています。この機
会に申請しませんか？

令和3年
7/1～



最大5万円 町独自利子補給補助金町独自利子補給補助金
　新型コロナウイルス感染症による影響を受け

「桑折町中小企業経営合理化資金保証融資」を
利用する人を対象に、利子補給補助金を交付し
ます。
■対象者
　桑折町中小企業経営合理化資金保証融資を受
け、次の要件を全て満たす人
・ 町内に本店または主たる事業所を設置する法

人または個人
・ 町税に滞納がないこと
■補助額　最大５万円
　融資の契約日から令和４年３月 31 日までに
支払った利子相当額
■申請期間　令和３年７月１日～令和４年３月
31 日（上記期間中に実行された融資に限る。）
■申請について
　この補助金は、桑折町中小企業経営合理化資
金保証融資を受けた人が対象となりますので、
先に融資の相談、申し込み手続きが必要です。
■融資の相談・申し込み窓口
　福島信用金庫桑折支店、東邦銀行桑折支店、
福島銀行桑折支店（北福島支店内）、桑折町商
工会
問産業振興課　商工観光推進室　☎582-2126

　令和 3 年 2 月13 日の地震により被害を受け、り
災証明書で半壊以上の判定を受けた家屋について、
災害廃棄物処理事業制度（公費解体・費用償還（自
費解体））に基づき、解体・撤去の申請を下記の通
り受け付けています。
■申請について

【受付期限】7 月 16 日金まで（土日祝日は除く）　
【受付場所】生活環境課　エネルギー環境対策係
※ 混雑防止のため、事前に電話で来庁時間をご連絡

ください。
問生活環境課　エネルギー環境対策係　☎582-2123

被災した家屋の公費での被災した家屋の公費での
解体・撤去の申請受付解体・撤去の申請受付

　県では、令和元年東日本台風の被災者の体験をも
とにした、防災啓発動画「これまでの大丈夫が、い
ま危ない。」を公開しています。
　いつ起こるか分からない水害に備えるため、動画
を観て、防災や避難について考えてみましょう。
【動画URL】
https://www.pref.fukushima.lg.
jp/w4/ima-abunai/
問福島県　危機管理課　☎ 521-8651

福島県防災啓発動画公開福島県防災啓発動画公開
「「これまでの大丈夫が、いま危ない。これまでの大丈夫が、いま危ない。」」

■運動のキャッチフレーズ
　ゆずりあい「お先にどうぞ」で　事故ゼロへ
一人一人が交通ルール・マナーを守りましょう。
問生活環境課　危機管理係
　☎ 582-2123

夏の交通事故防止夏の交通事故防止
県民総ぐるみ運動県民総ぐるみ運動

7/16金
～25 日

　７月の内部被ばく検査（ホールボディカウン
タ）日をお知らせします。
■日時　７月 15日木、27 日火
　　　　10:00 ～ 16:00　　　
■場所　保健福祉センター「やすらぎ園」
■予約・問い合わせ
　前日までに、健康福祉課　健康増進係（☎
582-1133）へ電話予約をお願いします。

内部被ばく検査内部被ばく検査
（ホールボディカウンタ）（ホールボディカウンタ）

　食中毒は、毎日食べている家庭の食事でも発生し
ます。特に、夏場は気温が高く、細菌が増えやすく
なるため、食中毒が起きやすくなります。
　家庭での食事づくりでの食中毒予防のポイントを
チェックしてみましょう。
■食中毒予防の３原則
① 食中毒菌をつけない…手洗いの徹底、器具の使い

分け（肉・魚・野菜で分ける）
② 食中毒菌をふやさない…温度管理（冷却）、常温

に放置しない、作ったらすぐ食べる
③ 食中毒菌をやっつける…十分な加熱（中心部まで

火を通す）→ノロウイルスは 85℃ 90 秒以上
問県北保健所　食品衛生チーム　☎ 534-4305

家庭での食中毒を防止しましょう家庭での食中毒を防止しましょう

　JR 桑折駅への送迎のため、道路に駐停車してい
る車が多く見受けられます。道路も狭く、危険です
ので、ロータリーや駅前駐車場をご利用ください。
駅前駐車場は、最初の2時間は無料で利用できます。
問まちづくり推進課　都市整備係　☎�582-2124

桑折駅に車で送迎する人へ桑折駅に車で送迎する人へ

7/16
まで

問生活環境課　危機管理係
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　今年度より、睦合・伊達崎・半田公民館は、水・
金・日曜日について管理人不在となっているこ
とから、利用に関する問い合わせや申請は、生
涯学習課および中央公民館でも受け付けていま
す。不明な点は下記へ問い合わせください。
問生涯学習課　生涯学習係　☎ 582-2408

地区公民館の地区公民館の
利用申請について利用申請について

　町民の皆さんから生涯学習に関する意見をいただ
く「生涯学習推進会議」の委員を募集します。
■対象　次のいずれかに該当する人
① 町内在住または在勤の人で、満 20 歳以上の人
②大学生（短大生含む）、専門学校生
③ 文化団体連絡協議会やスポーツ協会に加盟する団

体の会員
④ 町の生涯学習に関する事業などに関心のある人
　（事業参加者など）
■募集人数　４人程度
■任期　委嘱状交付日から令和 5年 3 月 31日まで
■応募締切　7 月 26 日月まで
■応募方法　任意様式に必要事項【住所・氏名・年
齢・電話番号・応募動機】を記入し、生涯学習課へ
提出してください。
※応募者多数の場合は、
　厳正な審査の上決定します。
問生涯学習課
　生涯学習係
　☎ 582-2408

生涯学習推進会議委員募集生涯学習推進会議委員募集

　町民体育館の全ての照明を LED 化する工事を行
います。そのため、７月18日日まで休館とします。
ご不便おかけしますが、ご理解・ご協力をお願いし
ます。
問生涯学習課　生涯学習係　☎ 582-2408

町民体育館休館のお知らせ町民体育館休館のお知らせ

悪質商法や特殊詐欺の被害が後を絶ちませ
ん。「わたしは大丈夫」ではなく、「明日は我が
身」という気持ちで、消費者トラブルの専門家
のお話を聞いてみませんか。具体的な事例を聞
き、対応策や心構えを学びます。
■期日　7 月 28 日水　10:00 ～ 11:30
■会場　桑折公民館　大ホール
■講師　県消費生活センター
　　　　小林由理様
■申し込み・問い合わせ
　７月 19 日月までに中央
公民館（イコーゼ！内
☎ 582-3129）へ電話で
申し込みください。

悪質商法・特殊詐欺対策講座悪質商法・特殊詐欺対策講座
参加者募集参加者募集

かやのき学園

　「家に閉じこもってばかりいる」「最近太り気味に
なってきた」「思い切り体を動かしたい」そんなあな
たにおすすめな運動教室を開催します。ダンベルや
チューブを使用した筋肉トレーニング、スロージョギ
ング、ストレッチなどを行います。新型コロナウイル
スに負けない体づくりをして、健康にいきいきと過ご
しましょう！
■対象者
　町内在住・在勤の概ね30歳～ 74歳までの人
（6か月以内に心臓の病気や脳梗塞を起こした人、主
治医により運動制限がある人は除きます。また、運動
前の聞き取りにて指導者から安全に運動を行えないと
判断された場合は、お断りする場合があります。）
■内容　インストラクターの指導のもと、筋肉トレー
ニングやスロージョギングなどの運動を実施。また、
運動教室の初回と最終回に、体脂肪量や筋肉量などを
測定します。
■日程　半年間の週1回、全 20回の教室です。詳細

「コロナに負けない体づくり運動教室」受講者募集「コロナに負けない体づくり運動教室」受講者募集
日程は、受講決定者へお知らせします。
①火曜コース　10:00 ～ 11:30　定員 20人
　（8月 31日～開始）
②水曜コース　13:30 ～ 15:00　定員 20人
　（9月 1 日～開始）
③水曜夜間コース　19:00 ～ 20:30　定員 20人
　（9月１日～開始）
④ 土曜コース　10:00 ～ 11:30　定員 20人
　（9月 4日～開始）
■場所 イコーゼ！多目的スタジオ、町民体育館など
■参加費　10,000 円
■申し込み　7月 14日水から受付を開始します。
８月６日金までに、下記①または②へ電話し、【住所・
氏名・年齢・電話番号・希望コース】をお伝えくださ
い。申し込み多数の場合は、抽選とします。
【申込先】①生涯学習課　生涯学習係☎582-2408
②中央公民館（イコーゼ！内）　☎582-3129
問生涯学習課　生涯学習係　☎582-2408

健康
ポイント
対象事業
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令和 3 年度　桑折町胃がん施設検診（胃カメラ検査）のお知らせ令和 3 年度　桑折町胃がん施設検診（胃カメラ検査）のお知らせ
　がん検診は、加入する健康保険に関係なく町で受けることができます。早期発見のために定期的に受けましょう。

※年齢起算日：令和 4 年 3 月 31 日　　※非課税世帯、生活保護世帯の人は、自己負担金免除。

桑折町子育て世帯定住促進住宅（通称：Sumo-yo）入居者募集開始桑折町子育て世帯定住促進住宅（通称：Sumo-yo）入居者募集開始
　町では、桑折駅前団地内のうち、２階建て住戸７戸

（3LDK）を、町への定住を希望する子育て世帯の皆さ
んを対象とした住戸として整備し、募集を開始しました。
　応募の際は、要件を満たす必要がありますので、町ホー
ムページをご確認ください。
◆内覧・相談会
　右記の日時で、内覧・相談会を
開催します。現地を確認の上ぜ
ひ応募をお待ちしています。

■日時
【町内在住者向け】７月 17日土、18日日  9:00 ～15:00
【町外在住者向け】8 月 28日土、29日日  9:00 ～15:00
■受付場所　桑折駅前団地　集会所
■その他
・ 申し込み期限は、町内在住者は７月 27 日火まで、町

外在住者は、10 月４日月までです。
・応募者多数の場合は抽選となります。
問まちづくり推進課　土地開発係　☎ 582-2124

令和３年度採用 会計年度任用職員募集令和３年度採用 会計年度任用職員募集

令和4年度採用 福島警察官募集令和4年度採用 福島警察官募集

※日程は予定であり、変更になる場合もあります。　　問福島北警察署　桑折分庁舎　☎ 582-2151

提出書類や試験日程・内容などについては、直接下記へ問い合わせるか、町ホームページをご覧ください。
問こども教育課　幼児教育係　☎ 582-2403

随時募集 採用決定者は8/1～雇用

ス モ ー ヨ

※ 令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため胃カメラ検診を実施できなかったことから、令和 2
年度に対象者であったが受けられなかった人については、今年度に受けることができます。受診を希望する人は、
ご連絡ください。　問健康福祉課　健康増進係　☎ 582-1133

対象者 検診期間 自己負担金 検診方法 検診間隔
満50歳以上の偶数年齢者 8月2日～11月30日 3,000円 指定医療機関にて検査 2年に1回

詳
細
は
こ
ち
ら

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

警察官A（大学卒程度） 警察官B（高校卒程度）

受験資格
昭和 63年 4月 2日以降に生まれた人で、大学
を卒業した人または令和 4年 3月末日までに
大学を卒業する見込みの人

昭和 63年 4月 2日から平成 16年 4月 1日ま
でに生まれた人

受付期間 7 月26日月～8月20日金
第一次試験 9 月 19日日
第二次試験 10月28日木～10月29日金 10月 24日日～10月27日水
合格発表 12 月3日金

勤務場所 職種 人員 勤務時間等 資格

醸芳
保育所

フ
ル 保育士

４人
程度
（採用
予定）

7:30 ～19:00 の間の 7時間 45分
…週 5日・土曜日有・採用決定後から令和４年
３月 31日まで雇用
※月給 166,700 円

保育士または幼・小・養護い
ずれかの教諭資格を有する者

醸芳幼稚
園預かり
保育室・
児童館・
各放課後
児童クラ
ブ保育室

パ
ー
ト

代替支援員
( 職員が休
む時に、そ
の職員の代
わりに仕事
をしてもら
う）

【平日】13:30 ～ 19:00 の間の 3 ～ 5.5 時間程
度
【長期休業期間中】7:30 ～19:00 の間の内 5時
間程度…土曜日有
〔勤務時間帯および勤務時間数・場所変則〕
※資格有 時給 1,024 円、資格無 時給　945 円
※指定日に勤務可能な場合、依頼する。（登録制）

健康で児童の保育に意欲のあ
る者。なお、社会福祉士・保
育士、幼・小・中・高いずれ
かの教諭資格を有する者また
は放課後児童支援員認定資格
を有する者であればなお可。


